
令和７年度 第１回理事会 議事録 

 

日  時：令和７年（２０２５年）４月２２日（火）１４：００～１４：５５ 

開催場所：船橋商工会議所 ５階５０１・５０２会議室 

出 席 者：１９名 

 

議事要旨： 

１． 開会（事務局） 

 

２． 嘉規会長挨拶 

令和６年度は、デンマーク・オーデンセ市と姉妹都市提携３５周年、中国・西安市と

友好都市提携３０周年の記念すべき節目の年であった。 

協会を代表して、私と小田原副会長が船橋市姉妹・友好都市周年事業実行委員会に参加

した。 

他の関係団体の皆様とともに、数多くの周年事業を実施することができた。 

その一環として、私自身、初めてオーデンセ市へ訪問し、現地で大いに歓待していただ

き、改めて姉妹都市交流の大切さ、歴史の重みを感じることができた。 

また、船橋市国際交流協会としても、滞りなく計画した事業を実施することができた。 

令和６年度の主な活動につきましては、議事の中で説明するが、私の方からも簡単に申

し上げたいと思う。 

 

大きなイベントとしまして、船橋市姉妹・友好都市周年事業実行委員会とともに、１

１月１６日に船橋港親水公園で「インターナショナルフェスティバルｉｎフナテラス」

を開催した。事前のインターナショナルフェスティバル実行委員会から、多くのボラン

ティアにご参加いただき当日のステージ、フリーマーケット、スタンプラリーなどで活

躍していただき、約２，３００名の来場者を迎える事ができた。 

 

また、コロナ禍以前に行われていた、外国人と日本人が交流する事業である料理教室

を久しぶりに再開することができたほか、令和５年度に引き続きバスセミナーを実施し

た。外国人と日本人が同じバスに乗って、各地を巡り、楽しく交流するなど、日常では

なかなか味わえない体験をし、思い出深い１日を過ごすことができた。 

 

さて今年度は、昨年度最少催行人数に満たなかったため、実施を見送ったヘイワード

市にある、カリフォルニア州立大学イーストベイ校付属の英語学校への高校生海外研修

派遣事業をぜひ実施したいと考えている。ほかにはないオリジナルのプログラムを用意



しているので、協会の未来を担う市内の高校生の方々にはぜひ挑戦していただきたいと

思う。 

 

船橋市の外国人住民は増加を続けており、令和７年４月１日現在２４，４３４人とな

っており、この１年間で２，５００人以上増えたことになる。 

船橋市に暮らす外国人住民の皆さんが１日も早く地域社会に溶け込んで生活できるよ

う、協会はこれからも支援を行っていくので、引き続き、皆様のお力添えをよろしくお

願いしたい。 

 

３． 議長選出 規約第８条により、小田原副会長が、出席者の承認を得て就任。 

 

４． 審議事項 

 

総会付議事項 

  総会付議事項については、配付資料の総会資料（案）（以下、「資料」）を用いて審

議した。 

 

（１）第１号議案、第２号議案について、一括して説明した。 

① 第１号議案 令和６年度事業報告について 

（資料に基づき片桐事務局長が説明） 

② 第２号議案 令和６年度決算報告について 

（資料に基づき片桐事務局長が説明） 

③ 監査報告 

（相川監事より、４月１１日に小原監事とともに監査を行い、適切に処理されて

いたことを確認した旨報告） 

 【意見・質問等】なし 

 【採決結果】 

  第１号・第２号議案について、原案どおり承認され総会に付議されることとなった。 

 

（２）第３号議案、第４号議案について、一括して説明した。 

① 第３号議案 令和７年度事業計画（案）について 

（資料に基づき片桐事務局長が説明） 

② 第４号議案 令和７年度収支予算（案） 

（資料に基づき片桐事務局長が説明） 

 【意見・質問等】 

・運営費欄に「保険料」とあるが、その適用範囲や手続きについて教えてほしい。 



また、実際に事業を実施している人に周知が行きわたっていないように見受けられ

る。周知願いたい。（Ａ理事より） 

  →協会事業に関する活動については、保険が適用されるため、怪我等あれば速やか

に事務局まで連絡いただきたい。事務局から保険会社に連絡をする。また、活動

される方には周知を行っていく。（片桐事務局長より回答） 

・高校生海外研修について、募集１２名とあるが、１２名以上の応募があった場合は

どうするのか。（Ｂ理事より） 

→選考をおこない、１２名を決定する。（片桐事務局長より回答） 

・カリフォルニア州立大学留学を見直しにより中止にした理由は。（Ｃ理事より） 

 →カリフォルニア州立大学全体として留学生への優遇措置の見直しをおこない、イ

ーストベイ校と船橋市国際交流協会との協定も見直しの対象となった。その結果、

これまでのように費用面等の優遇がなくなり、一般的な留学生と同じ扱いとなり、

協会事業としてのメリットがなくなったため中止となった。（片桐事務局長より

回答） 

・定期的な理事の改選を行っているが、今後外国人の方にも、理事に就任していただ

くことも必要なのでは。（Ｄ理事より） 

  →今後検討していきたい（嘉規会長より回答） 

【採決結果】 

 第３号・第４号議案について、原案どおり承認され、総会に付議されることとなった。 

 

５． 閉会（事務局） 

 ５月１５日（木）に開催される第１回総会の案内を行った。 

【全体を通しての意見・質問】 なし 


